
事 務 連 絡  

平成 30 年１月 15 日  

 

 

各検疫所 御中 

 

 

医薬・生活衛生局食品監視安全課  

 

 

フランスから輸入される食肉等の取扱いについて 

 

 

 標記については、「法第５条第２号に基づく衛生証明書の取扱いについて」

（平成 12 年 12 月 26 日付け衛乳第 263 号（最終改正：平成 29 年９月 29 日付け

薬生食監発 0929 第９号））により、衛生証明書を受け入れて差し支えないとし、

豚肉等に添付される衛生証明書の様式については、「フランスから輸入される

豚肉等の取扱いについて」（平成 29 年９月８日付け事務連絡）により示してい

るところです。 

今般、フランスから輸入される常温保存が可能な加熱食肉製品について、別

添のとおり衛生証明書が示されたことからお知らせします。 
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